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鳥取県海面漁業調整規則の一部を改正する規則

第１条 鳥取県海面漁業調整規則（昭和40年鳥取県規則第46号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（許可船舶に対する停泊命令及び検査） （許可船舶に対するてい泊命令及び検査）

第52条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理 第52条 知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理

的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの 的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの

規定に基づく処分に違反する事実があると認める場 規定に基づく処分に違反する事実があると認める場

合において、漁業取締上必要があると認めるときは、 合において、漁業取締上必要があると認めるときは、

当該漁業の許可を受けた者に対し、停泊港及び停泊 当該漁業の許可を受けた者に対し、てい泊港及びて

期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に い泊期間を指定して当該船舶のてい泊を命ずること

係る船舶の停泊を命ずることができる。漁業法第 ができる。漁業法第134条第１項の規定による検査

134条第１項の規定による検査を行わせるときも同 を行わせるときも同様とする。

様とする。

２ 前項前段の規定による停泊期間は、40日を超えな ２ 前項前段の規定によるてい泊期間は、40日を超え

いものとし、同項後段の規定による停泊期間は、10 ないものとし、同項後段の規定によるてい泊期間は、

日を超えないものとする。 10日を超えないものとする。

３・４ 略 ３・４ 略

（船長等の乗組みの制限等） （船長等の乗組みの制限等）

第53条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理 第53条 知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理

的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの 的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの

規定に基づく処分に違反する事実があると認める場 規定に基づく処分に違反する事実があると認める場

合において、漁業取締上必要があると認めるときは、 合において、漁業取締上必要があると認めるときは、

当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船 当該船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指

長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対 揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組

し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、 みを制限し、又は禁止することができる。

又は禁止することができる。

２ 略 ２ 略

（無許可船舶に対する停泊命令） （無許可船舶に対するてい泊命令）

第54条 知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許 第54条 知事は、合理的に判断して船舶が漁業の許可

可を受けないで当該漁業を営んだ事実があると認め を受けないで、当該許可を要する漁業に使用された

る場合において、漁業取締上必要があると認めると 事実があると認める場合において、漁業取締上必要

きは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶 があると認めるときは、当該船舶により漁業を営む

の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮す 者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しく

る者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船 は操業を指揮する者に対し、てい泊港及びてい泊期

舶の停泊を命ずることができる。 間を指定して当該船舶のてい泊を命ずることができ

る。

２ 前項の規定による停泊期間は、40日を超えないも ２ 前項の規定によるてい泊期間は、40日を超えない

のとする。 ものとする。

３ 略 ３ 略
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（停船命令） （停船命令）

第56条 略 第56条 略

２ 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨 ２ 前項の停船命令には、次の各号に掲げる信号を用

を告げ、又は表示し、かつ、次に掲げる信号を用い いるものとする。

て行うものとする。

(１) 様式第13号による信号旗Ｌを掲げる。 (１) 昼間にあっては、様式第13号による停船信号

の旗を掲げ、又は約１秒の間隔をもって、汽角、

汽笛、その他の音響器により長声１発及び短声４

発を連発するものとする。

(２) サイレン、汽笛その他の音響信号によりＬの (２) 夜間にあっては、約１秒の間隔をもって、せ

信号（短音１回、長音１回、短音２回）を約７秒 ん光により長光１せん及び短光４せんを連せん

の間隔を置いて連続して行う。 し、又は前号と同様の音響信号をするものとす

る。

(３) 投光器によりＬの信号（短光１回、長光１

回、短光２回）を約７秒の間隔を置いて連続して

行う。

３ 前項において、「長音」又は「長光」とは、約３ ３ 前項において、「長声」又は「長光」とは約４秒

秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短 から６秒までの音響又はせん光をいい、「短声」又

光」とは、約１秒間継続する吹鳴又は投光をいう。 は「短光」とは約１秒の音響又はせん光をいう。

第２条 鳥取県海面漁業調整規則の一部を次のように改正する。

別表中「第一種共同漁業」を「第１種共同漁業」に改める。

様式第13号中「政府間海事協議機関」を「国際海事機関」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日か

ら施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行前にした行為に対する鳥取県海面漁業調整規則第52条、第53条及び第54条の規定の適用につ

いては、なお従前の例による。
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鳥取県海面漁業調整規則の一部改正について 

 

 平成１４年１２月に水産庁から許可船舶に対する停泊命令等の行政処分に係る規定の見直しについて方針が

示され、今般関係者との調整が整いました。ついては、鳥取県海面漁業調整規則を以下に記載の理由により改正

する必要があるため、漁業法第６５条第８項、水産資源保護法第４条第８項の規定に基づき、改正案について鳥

取海区漁業調整委員会に意見を求めます。 

 

■改正する条項 

第52条（許可船舶に対するてい泊命令及び検査） 

第53条（船長等の乗組みの制限等） 

第54条（無許可船舶に対するてい泊命令） 

第56条（停船命令） 

      

■改正内容 

  (１) 停泊命令の対象となる船舶を漁業の許可に係る船舶から漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶に拡

大する。 

  (２)  漁業監督吏員が停船命令に使用する信号を国際的に広く認知されている国際海事機関が定めた方法に

変更する。 

 

■第52条、53条、54条の改正を行う理由 

現状 規則第52条において、漁業の許可を受けた船舶につき漁業に関する法令等に違反する事実があると認

める場合について、停泊港及び停泊期間を指定して、当該船舶の停泊を命ずることができることを規

定。 

課題 この規定に対しては、一部の県において、違反漁業者が停泊命令の対象が違反時に使用した船舶に限

られるものと解釈し、処分を免れんがための代船で操業するような悪質な事例が発生（本県該当なし）。 

対応 本県における適正な停泊命令処分の実行性を確保するため、当該規定及び規則第53条並びに54条につ

いて、当該規定を違反船舶に着目した規定から違反漁業者に着目した規定へと改正する。 

■第56条の改正を行う理由 

現状 規則第56条において、漁業法第74条第3項に基づく検査又は質問をするため必要があるときは、漁

業監督吏員は漁業に従事する船舶の船長等に対し停船を命ずることができるとし、その際の停船命

令の信号を規定。 

課題 国際海事機関（IMO）の定めるＬの信号が漁業取締の現場で浸透し一般化している中、規則で定め

られた信号で停船しない場合にはIMOの定めるＬの信号を併用して対応している状況にあり、洋上

取締りの現場において、取締りの迅速性に支障を来し始めている。 

対応 漁業取締り実務を円滑におこなうため、国際的に広く認知されているIMOの定めるＬの信号を採用

する改正を行う。 
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５２，５３、５４条の具体的な例 

 

５２条・５３条 

【違反者が許可を受けていた場合】 

 許可受有者 Ａ  許可漁業 小型まき網漁業   

          許可船舶 Ｂ丸（船舶ごとの許可のため、Ｂ丸も許可対象）  

              ↓ 

            Ｂ丸で操業中、漁業法令違反 

              ↓ 

          Ｂ丸の停船命令を回避するために 

          Ｃ丸に代船 

              ↓ 

 許可受有者 Ａ  許可漁業 小型まき網漁業 

          許可船舶（許可を受けた者の使用に係る船舶） Ｃ丸 

 

          以前は、Ｂ丸にしか停泊命令をかけることができなかったが、 

改正後はＣ丸にも停泊命令をかけることができるようになる。 

 

５４条 

【違反者が無許可の場合】 

 無許可操業者Ａ  小型まき網漁業を操業   

          使用船舶 Ｂ丸  

              ↓併せて 

            Ｂ丸で操業中、漁業法令違反 

              ↓ 

            Ｂ丸の停船命令を回避するために 

            Ｃ丸に代船 

              ↓ 

 無許可操業者Ａ  使用船舶Ｃ丸 

 

          以前は、Ｂ丸にしか停泊命令をかけることができなかったが、 

改正後はＣ丸にも停泊命令をかけることができるようになる。 
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第２０１６００１５００９８号

平 成 ２ ９ 年 ２ 月 日

鳥取県知事 平 井 伸 治 様

鳥取海区漁業調整委員会

会長 渡部 俊明

鳥取県海面漁業調整規則の一部改正について（答申）

平成２９年１月５日付けで諮問のあったこのことについては、平成２９年２月

２１日に開催した第３６２回鳥取海区漁業調整委員会において審議した結果、原

案に同意します。

担 当：委員会事務局 志村

電 話：0857-26-7318
ﾌｧｸｼﾐﾘ：0857-26-8131
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